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《 ８３期  年間重点事項 》 

１．２０２４年度 全社安全衛生目標 

※目標値   ・度数率 0.40以下  

・強度率 0.02以下 

２．重点方針    

（１）墜転落災害・飛来落下災害と重機（クレーン・車輛系）災害の根絶 

（２）高温下での作業に伴う災害防止 

（３）リスクアセスメントの確実な実践と、外国人労働者への教育強化 

（４）健康及びメンタルヘルスに配慮した安全な職場環境の形成 

３．重点施策 

（１）墜転落災害・飛来落下災害と重機（クレーン・車輛系）災害の根絶 

         ① 『開口部ゼロ』対策の実践と指差呼称、音声標識等の標準設置による注意喚起の強化 

（落下防止設備の先行設置と維持管理の強化） 

  ② 玉掛け作業時の『３・３・３運動』の定着及び吊荷直下の立入禁止の徹底 

  ③ 重機区画と誘導者配置の徹底、作業計画に基づく安全対策の確実な実施 

（２）高温下での作業に伴う災害防止 

① 健康 KY による健康状態の把握と適正配置の実施（空調服着用・体調不良時の報告徹底） 

② ＷＢＧＴに応じた休憩と水分・塩分補給の摂取（熱中症対策の環境整備） 

③ 声掛けにより注意力低下に伴う事故・災害の防止 

④ 救急車手配に至らないよう、早期に作業をやめさせる。 

（３）リスクアセスメントの確実な実践と、外国人労働者への教育強化 

① 安全基本３行動『ひと声かけ、現地 KY、ひとりＫＹ』実践の定着 

② 適切な指揮系統(安全衛生責任者・作業主任者・外国人指導員等)による安全管理の徹底 

③ 外国人労働者の適正配置、作業中の指導及び作業確認の強化 

④ 化学物質リスクアセスメントの徹底 

（４）健康及びメンタルヘルスに配慮した安全な職場環境の形成 

① 残業時間抑制（4 週 8 休）による心身の健康確保 

② 「健康経営宣言」に基づく快適な職場環境への環境整備(分煙・女性用トイレの設置等) 

③ 高齢作業員の適正配置と作業内容の確認 

④ 法令違反の防止（法令順守の指導・「万が一の場合」の報告の徹底） 

 

 

≪年間スローガン≫ 
 
 
安全 ： 危険は 慣れと 油断と 気のゆるみ 抜くな点検！ 省くな手順！ 

 

環境 ： 分ける知識と ひと手間で 資源増やして ごみ削減 

              ゼロエミ目指して 次世代へ 
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８月）快適な作業環境の整備 

 

  ①酸素欠乏症対策としてピット内作業等では、事前に測定装置を用い酸素濃度が１８％以上、かつ 

   硫化水素濃度が１０ppm 以下であることを確認する。 

   基準に達しない場合であっても、送風機等により換気を行い安全の確認をする。 

   作業にあたっては作業主任者の直接指揮により特別教育の修了者を作業に就かせる。 

   （特に地下ピット、マンホール内部での作業は注意すること） 

 

  ②熱中症対策として以下の対応を行う。 

   ・屋外での日よけ屋根の設置。 

   ・作業場所への大型扇風機、送風機等の設置。 

   ・作業内容により休憩回数を増やす。 

   ・熱中症予防チェックシートを用いて始業前の体調確認と水分･塩分摂取の確認をする。 

   ・休憩所へ冷房設備の設置。 

    （熱中症は高温でなくても〈気温２５度程度〉湿度が高い場合には発生することがあるので注 

     意を要する） 

   ・作業員に対し熱中症について教育を実施し、自己の体調管理を行ってもらう。 

   ・空調服の着用を励行し、発症リスクの低減を図る。 

 

  ③視環境について 

   ・残業時の照明を設置する。 

   ・屋内通路、地下室等へは適切な照明を設置する。 

    （地下からの避難通路を明確にし、非常用照明の設置を検討する。また懐中電灯・ヘッドライ  

     ト等を設置または携帯する。） 

   ・作業状況により、照度に影響がでる場合は、早めに仮設照明を設置する。  

   

  ④騒音対策について 

   ・低騒音型機械を使用する。 

   ・作業時間帯，作業工程を確認する。 

   ・必要に応じ防音シート，防音パネル等の設置を検討する。 

 

⑤終業時の清掃と日常の整理整頓により、作業空間、安全通路を確保する。 

 

  ⑥休憩所、洗面所、トイレ、作業所出入り口等、共同の設備については当番を決め清掃を行い、常 

   に清潔に保つ。 また、洗面所には給湯設備を設け洗面設備の改善を行う。 

  ⑦休憩所の分煙、女子用の更衣室（施錠可能）とトイレの設置についても検討する。 

 

  ⑧作業開始前点検の必要な作業、設備は確実に点検を行う。また、不具合がある場合は是正を 

行い、安全を確保してから作業にかかる。 

 

  ⑨電気取扱い時の感電に注意する。また、定期的な電動工具類の絶縁状況を点検する。 
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  ⑩通勤時の交通事故（通勤災害、業務災害）等に注意する。 

 

 


